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名古屋市における 在宅医療・介護連携ガイドライン
普及啓発研修会 令和3年3月6日

在宅療養における連携ポイント
～なごや在宅医療・介護連携ハンドブック

を有効利用しよう～

名古屋市医師会
在宅医療・介護連携委員会

古山医院 古山明夫
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在宅療養における多職種のかかわり
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○ 在宅主治医を選ぶこと、介護保険の申請は必須

１．ケアマネジャーとの連携

介護保険は、ケアマネ作成のケアプランに基づき利用可能。医療面・生活面の助言等

２．訪問看護との連携（診療所の看護師も含め）

訪問看護との連携が必要（重症になればなるほど）。看護的な助言や看取り支援

３．歯科医師・薬剤師との連携

歯科医師による口腔内の管理・指導・治療

薬剤師による服薬の管理・指導・投薬

４．多職種連携と情報共有（ＩＣＴの利用）

病状の変化をリアルタイムに、そして予測しながら対応する

療養者を中心とした医療と介護によるグループ連携にて情報共有体制を構築

５．入院ができる病院（バックアップ体制）の確保

在宅療養者の病態が変化した際、あるいはレスパイト入院（家族の介護休暇入院）等には、

円滑に入院できるよう、後方支援病院との連携体制の構築
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訪問診療の対象疾患と

提供している医療内容
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慢性疾患患者が
今後もさらに増加 在宅医療推進にお

ける今後の⽅向性
（2015）.厚⽣労
働省医政局地域医
療計画課在宅医療
推進室,Ｐ
26.http://www.n
cgg.go.jp/zaitaku
1/pdf/jinzaiikusei
/2014/0301festa/
1b.pdf
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在宅医療推進におけ
る今後の⽅向性
（2015）.厚⽣労働
省医政局地域医療計
画課在宅医療推進室,
Ｐ
27.http://www.nc
gg.go.jp/zaitaku1/
pdf/jinzaiikusei/20
14/0301festa/1b.p
df

慢性期
の療養
援助や
処置が
⼤半を
占める



16

16

訪 問 看 護

在宅医療の大部分はナーシングであり、

看護師が主導的に実施できる （看護を通じ

ての生活支援）である

医師が必要に応じ助言し支援することで、

（看護師が本来の力を発揮）できる場である
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ご清聴ありがとうございました


